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鬼北町告示第７４号 

入札公告 

 

 下記のとおり、一般競争入札（事前審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号。以下「令」という。）第１６７条の６及び鬼北町契約規則 （平成 17 年鬼北町規則第 64 号。以下「規

則」という。） 第５条の規定に基づき公告します。 

 

令和６年４月２５日 

鬼北町長 兵 頭 誠 亀 

 

記 

１ 競争入札に付する事項 

（1） 工事名    鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事（建築工事） 

（2） 工事場所   鬼北町大字延川 38番地 1 

（3） 工事概要   鬼北町立認定こども園ゆずっこ改築工事に係る建築工事 

（4） 工期     鬼北町議会の議決を得た日の翌日から令和７年３月３１日まで 

（5） 施工の方式  共同企業体による施工 

（6） 低入札価格調査対象工事 

（7） 予定価格    ２７６，１２２，０００円 

（入札書比較価格 ２５１，０２０，０００円（消費税及び地方消費税を除く。）） 

 

２ 入札参加資格 

この工事の入札に参加する者に必要な資格は、令和５・６年度鬼北町建設工事入札参加資格審査申請

書を提出している者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（1） 共同企業体に関する要件 

ア ２者による特定建設工事共同企業体(共同施工方式)とする。 

イ 共同企業体の組み合せは、(2)で定める共同企業体の代表構成員の資格要件を満たす者と、(3)

で定める共同企業体の構成員の資格要件を満たす者による組み合わせとする。 

ウ 共同企業体の結成方法 

(ア) 共同企業体の結成方法は、(2)と(3)で定める共同企業体の構成員としての資格要件を満た

す者の自由意思に委ねる自主結成方式とする。 

(イ) 共同企業体の構成員は、当該工事に係る入札において、同時に２以上の共同企業体の構成

員になることはできない。 

エ 共同企業体の出資比率 

共同企業体の各構成員の出資比率は３０パーセント以上とし、代表構成員は構成員のうち最大

の施工能力を有し、かつ、その出資比率が最大の者であること。 

オ 共同企業体の各構成員に係る資格要件 

     (ア) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。 

     (イ) 鬼北町建設工事請負業者選定要綱(平成29年鬼北町訓令第2号)に基づく競争参加資格の認
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定を受け、入札参加資格者名簿に登載されていること。 

     (ウ) 本店、支店又は営業所等の所在地等からみて、対象工事を的確かつ円滑に実施できる体制

が確保できること。 

     (エ) 鬼北町建設工事指名停止処分要綱(平成17年鬼北町訓令第38号)に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

     (オ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第30条の規定による更生手続開始の申立て及び民事再

生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

     (カ) この入札に参加しようとする他の共同企業体の構成員との間に、資本関係又は人的関係が

ない者であること。 

     (キ) 次に掲げるこの公告の工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において関連がある者でないこと。 

         商 号：株式会社中央設計 

         所在地：愛媛県松山市西石井５丁目２－２６ 

  (2) 共同企業体の代表構成員の資格要件 

    ア 建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条に基づく建設工事の種類

のうち、建築工事業の許可を受け、かつ法第３条第１項第２号の規定による特定建設業の許可

を受けた者で、入札の公告日以前に愛媛県内に本店を有し、法第２７条の２３第１項の規定に

基づく経営事項審査を受け、愛媛県建設工事請負業者選定要領に基づく建築工事業の格付けが

A等級の者であること。 

    イ 対象工事と同種の工事の施工実績があること。 

    ウ 入札の公告日から起算して過去10年間に、契約額（共同企業体の場合は、出資割合であん分後

の金額とする。）１億３千万円以上（消費税及び地方消費税の額を含む。）の国又は地方公共団

体が発注した建築物（機械式駐車場、その他これらに類する建築物を除く。）を元請とし、一

般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（CORINS）に登録された施工

実績のうち、工事が完成し引き渡しが完了したものを有する者であること。 

    エ 対象工事に配置を予定する主任技術者、現場代理人、監理技術者等が適正であること。 

オ 次の要件を全て満たす技術者を専任で配置することができること。 

     (ア) 代表者である構成員と入札日以前に３か月以上の恒常的な雇用関係にある者であること。 

     (イ) ⑵ウに規定する要件を全て満たす工事に従事した経験（当該工事の工期の２分の１以上を

占める従事経験に限る。また、監理技術者又は主任技術者としての従事経験のほか、担当

技術者又は現場代理人としての従事経験を含む。）を有する者であること。 

  (3) 共同企業体の構成員の資格要件 

 法第３条第２項に基づく建設工事の種類のうち、建築工事業の許可を受けた者で、入札の公告

日以前に鬼北町内に本店、支店又は営業所等を有し、法第２７条の２３第１項の規定に基づく経

営事項審査を受けている者であること。 
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３ 入札参加資格の確認等 

本競争の参加希望者は、２(1)から(3)までに掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に

従い、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資料（以下「資料」

という。）を提出し、町長の確認を受けなければならない。 

（1）申請書及び資料の作成 

① 申請書は、様式第１号、資料は、様式第２号及び様式第３号により作成するものとする。 

② 申請書及び資料は、えひめ電子入札システムにより提出すること。やむを得ず紙入札方式による

者にあっては、申請日時の期間内に持参又は郵送等（簡易書留又はこれに準ずるものに限る）によ

り提出すること。 

（2）資料の内容 

① 施工実績（様式第２号） 資格の有無を判断できる同種工事の施工実績 

② 配置予定の技術者等（様式第３号） 資格の有無を判断できる配置予定技術者の資格等 

（3）申請書及び資料の提出時期及び提出場所 

① 日時  令和６年４月２６日９時から令和６年５月９日１２時まで 

② 場所  えひめ電子入札システム又は鬼北町総務財政課 

（4）入札参加資格の確認 

   鬼北町競争入札参加資格審査会の審議を経て入札参加資格を確認し、その結果をえひめ電子入札 

   システムにより通知する（令和６年５月１３日予定） 

（5）その他 

① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 町長は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することは

できないものとする。 

③ 提出された申請書及び資料は、返却しないものとする。 

④ 提出期間以降は、原則として申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めないものとする。 

⑤ 入札日までに、「２ 入札参加資格」に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合には、入札

参加資格を取り消すものとする。 

⑥ 申請書及び資料に虚偽の記載をした者は、要綱に基づく指名停止等の措置を行うことがある。 

⑦ 競争参加資格がないと認められた者は、結果の通知をした翌日から起算して７日（土、日及び祝

日を除く。）以内に、町長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることが

できるものする。この説明の要求は、書面を鬼北町総務財政課に持参することにより行うものとす

る。また、町長は、説明を求めた者に対し競争参加資格がないと認めた理由について、説明を求め

ることができる最終日の翌日から起算して７日以内に、書面により回答するものとする。なお、説

明を求めた者に競争参加資格があると認める場合には、資格なしとした通知を取り消し、回答と併

せて改めて競争参加資格のある旨の通知を行うものとする。 

⑧ 法第３条に基づく許可証の写し及び法第27条の23第１項の規定に基づく経営事項審査結果通知書

の写し（「３ 入札参加資格の確認等」の申請書及び資料の提出日において効力を有する直近のも

のに限る。）を（1）の申請書及び資料とともに提出すること。また、申請書様式第２号及び様式第

３号に係る添付書類として、ＣＯＲＩＮＳの登録内容確認書（竣工登録されたものに限る）又は就

航時工事カルテの写し、技術者資格者証の写し、健康保険証の写しを添付すること。 

⑩ 申請書及び資料に関する問合先 
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鬼北町総務財政課管財係（℡ ０８９５－４５－１１１１ 内線２２０９） 

 

４ 設計書及び図面並びに仕様書（以下「設計図書等」という。）の閲覧 

（1）設計図書等は、次のとおり公開する。 

ア 期間 令和６年４月２６日から入札日前日までの執務時間中 

イ 場所 えひめ電子入札共同システム 入札情報公開システムに掲載 

（2）設計図書等に対する質疑がある場合は、質疑書により持参又は郵送若しくはメールにより提出する

こと。 

ア 期間 令和６年４月２６日から令和６年５月２０日まで 

イ 提出先 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永８００番地１ 鬼北町総務財政課管財係 

 メール・アドレス；keiyaku@town.kihoku.ehime.jp（対象工事の質疑のみ使用可） 

  ウ 質疑書を送付した場合は、その旨を総務財政課管財係まで連絡すること。 

（3）（2）の質問に対する質疑応答書がある場合は、入札情報公開システム上又は以下により閲覧に供

する。 

ア 期間 令和６年４月３０日から入札日前日までの執務時間中 

イ 場所 鬼北町役場 本庁２階（総務財政課） 

 

５ 入札及び開札 

（1）入札及び開札の日時、場所は、次のとおりとする 

  ① 入札日時 令和６年５月２７日  ９時００分から 

         令和６年５月２９日 １７時００分まで 

  ② 入札方法 原則としてえひめ電子入札システムにより、入札金額及び電子くじ入力番号を入力 

のうえ提出すること。ただし、やむを得ず紙入札方式によるものにあっては、①の 

期間内の受付時間中に郵送（簡易書留等）により提出すること。 

② 開札日時 令和６年５月３０日  ９時３０分 

③ 開札場所 鬼北町役場 総務財政課 

（2）入札書には、税抜きの金額を記載すること。 

（3）入札回数は、１回とする。なお、入札（見積）に際して、入札書に記載される金額に対応した工事

費内訳書（設計図書にある「本工事費内訳書」と同項目で金額を明らかにしたもの）を提出すること。 

（4）調査基準価格の設定 有 

（5）最低制限価格の設定 無 

（6）入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落

札決定を取り消すものとする。 

① 予定価格を超える入札 

② 本公告に示した入札参加資格者に必要な資格の無い者の入札 

③ ２の入札参加資格を満たさなくなったとき 

④ 申請書及び資料、又はそれらの添付書類に虚偽の記載をした者の入札 

⑤ 入札内訳書に記載した金額と異なる金額の入札 

⑥ その他入札に関する条件に違反した者の入札 

mailto:keiyaku@town.kihoku.ehime.jp
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６ 落札者の決定方法 

（1）落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札を行った者とする。ただし、本件入札

において、低入札価格調査制度を適用しているので、落札者となるべき者の入札価格が鬼北町低入札

価格調査制度実施要綱（平成24年鬼北町告示第9号。以下「低入札価格調査実施要綱」という。）第

３条により算定した価格を下回る場合の落札者決定については、低入札価格調査実施要綱の規定する

ところによるものとする。なお、低入札価格調査実施要項第７条に規定する失格判断基準を下回った

場合は失格とする。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（1）入札保証金は、免除する。 

（2）契約保証金は、請負代金額の１０分の１以上を（低入札価格調査に係る契約にあっては、請負代金

額の１０分の３以上を乗じた額以上を）、金融機関又は保証事業会社の保証により提出しなければな

らない。また、履行保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、

契約保証金の納付を免除する。 

 

８ 契約書作成の要否   

   要（受注者により黒表紙で製本） 

 

９ 支払条件 

（1）前金払は、当該会計年度の出来高予定額の１０分の４以内とする。なお、低入札価格調査に係る契

約にあっては、当該会計年度の出来高予定額の１０分の２以内とする。 

（2）中間前金払は、当該会計年度の出来高予定額の請負代金額の１０分の２以内とする。 

（3）部分払いは、両者協議して定める。 

 

１０ 下請負等における町内事業者への優先発注 

   地元事業者の育成及び更なる活用の観点から、落札者は下請負を行う場合は鬼北町内事業者へ優先

発注するよう努めること。 

   また、資材等の購入についても、可能な限り鬼北町内事業者から購入すること。 

 

１１ その他 

（1）入札参加者は、入札心得（鬼北町ホームページに掲載）を熟読し、入札心得を遵守すること。 

（2）この工事の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成17年鬼北町条例第51号）第２条の規定によって、鬼北町議会の議決を要するため、落札後「仮契約」

を締結し、議会の議決を得たときに、仮契約を「本契約」とみなす。 

（3）その他不明な点は、鬼北町役場総務財政課管財係に照会のこと。 

℡ ０８９５－４５－１１１１(内線２２０９) 


